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ふるさと納税型クラウドファンディングとは…
　クラウドファンディングとは、課題解決や商品開発などのためインターネットを通じ、資金を募ることがで
きるシステムのことです。ふるさと納税を活用したクラウドファンディングでは、地域が抱える課題や新しい
取り組みに対して直接支援することから、使途を明確にした寄付金を募集することができます。ふるさと納税
と同様に、市町村の返礼品を選んで寄付できることが「ふるさと納税型クラウドファンディング」の特徴です。
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　令和 4年 4 月開校のとうべつ学園の教
育モデル「とうべつ未来学」を確立し、当
別から世界に羽ばたく人材を育成します。

　町内の専門相談員による各種合
同相談会を開催します。日ごろか
ら気になること、行政に対する意
見などをご相談ください。
▼日時 　▼日時 　11 月 26 日（金）
　13 時 30 分～ 16 時 30 分
▼場所 ▼場所 　白樺コミセン
▼相談料▼相談料　無料
※前日までに申し込みください。

● ● 行政相談

　行政が行う業務に対する要望や意見
行政相談委員　藤澤康一さ

ん

● ● 相続・不動産登記 司法書士　橋本俊一さ
ん

● ● 人権相談

　家庭や近所のもめごと

人権擁護委員

　堀内敎
の り こ

子さ
ん　宮崎直高さ

ん

● ● 消費相談

　契約トラブル
消費生活相談員　棚橋博

ひろいち

一さ
ん

※町民の方は寄付できません。町外に住む家族や友人にご紹介ください。

①とうべつ学園 新教育モデル創出プロジェクト ②「新しいまちの顔」 交流人口増加プロジェクト

さとふるクラウド
ファンディング＜開催期間＞＜開催期間＞

　11月1日（月）～令和4年2月28日（月）

　令和 4年春開業予定のロイズタウン駅
など「新しいまちの顔」となるエリアを創
出し、交流人口増加を目指します。

＜開催期間＞＜開催期間＞
　11月12日（金）～令和4年2月11日（金・祝）

楽天クラウド
ファンディング
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▼要請および協力依頼内容▼要請および協力依頼内容
（例）・酒類またはカラオケ設備の提供中止
　   ・営業時間の短縮
　   ・感染防止対策の実施　など
※営業形態等により内容が異なります。詳細は申請要
　項をご確認ください。
▼申請期限▼申請期限 11月 30日（火）消印有効
▼提出方法▼提出方法 郵送で受付します。申請要項を確認のう
え、町ホームページに掲載されている「必要書類チェッ
クリスト」に従って、書類を全て提出してください。

※切手を貼り付け、裏面には差出人住所および氏名を
　必ず記載してください。

＜送付先＞
  〒 061-0292
  　当別町白樺町58番地 9
 　　当別町経済部商工観光課商工観光係

申請期限は 11 月 30 日（火）まで！申請期限は 11 月 30 日（火）まで！

　子育て世帯向けの公共賃貸住宅「C
こ こ っ と

OCOTTO」の
入居者を追加募集しています。部屋の内覧も随時行っ
ていますのでお気軽に問合せください。

▼住所▼住所　当別町下川町 125 番地 30　
▼家賃▼家賃　子育て世帯（中学生以下同居）　47,200 円
　　　　上記以外（通常家賃）　　　 　　59,000 円
▼入居資格▼入居資格　過去 1年間の継続的な収入の合計額を
12で割った額が、家賃の 4倍以上ある方。町税等を
滞納していない方など。
▼入居期間▼入居期間　契約期間は 2年間（更新により延長可）。
ただし、中学生以下の同居人がいる世帯を優先し、優
先世帯による入居希望がある場合は、優先世帯ではな
い入居者との契約更新は不可。 ▼問合せ▼問合せ　建設課建築住宅係（☎ 23－ 3147）

スマホやパソコンで内覧できます！

　直接見に行かずにいつでもどこでもお部屋の内覧が
できるよう、COCOTTO紹介動画を作成しました。
町公式YouTube チャンネルでぜひご覧ください！

町公式YouTube
チャンネル

　下記の感染防止対策協力支援金の申請期限は 11 月 30
日（火）までとなっています。申請漏れにご注意ください。

①まん延防止等重点措置（2回目）【8月分】①まん延防止等重点措置（2回目）【8月分】
＜要請期間＞＜要請期間＞
　8月 14日（土）～ 8月 26日（木）

③緊急事態措置（2回目延長）【9月分】③緊急事態措置（2回目延長）【9月分】
＜要請期間＞＜要請期間＞

　9月 13日（月）～ 9月 30日（木）

②緊急事態措置（2回目）【8～ 9月分】②緊急事態措置（2回目）【8～ 9月分】
＜要請期間＞＜要請期間＞
　8月 27日（金）～ 9月 12日（日）

▼給付対象施設▼給付対象施設
　上記各期間において、北海道からの要請に応じた当
別町内の飲食店（宅配・テイクアウトを除く）等の施設。
※詳細は町ホームページでご確認ください。
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